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設置認可（幼稚園→幼保連携型認定こども園）を予定している施設の概要１ 

No 区    分 内      容 

１ 意 見 聴 取 の 内 容 幼保連携型認定こども園の設置認可（幼稚園からの移行） 

２ 施 設 の 名 称 認定こども園聖心第三幼稚園（現 認定こども園聖心第三幼稚園） 

３ 所 在 地 横須賀市汐見台２-16-15 

４ 設 置 者 学校法人聖心学園 理事長 本橋 眞道（富士見町３－８） 

５ 開 設 予 定 日 令和６年４月１日 

６ 

設 置 認 可 に 

至 る ま で の 

経 緯 の 概 要 等 

現在、園舎の老朽化に伴い、新園舎を建築中であり、３月中旬頃には新

園舎及び園庭の整備が終了する予定である。 

 新年度から新たに３号認定こどもを受け入れ、幼保連携型認定こども園

に移行する。この移行に伴い、幼稚園は廃止する。 

７ 

施
設
の
概
要 

敷 地 面 積 1,024.84㎡ 

建 築 面 積 350.32㎡ 

延 床 面 積 818.62㎡ 

構造・階数 鉄筋コンクリート造 地上３階（耐火建築物） 

８ 令 和 ６年 度 定 員 80 人（現在の認可定員 134 人・利用定員 70 人） 

９ 
利 用 定 員 の 内 訳 

及 び 学 級 数 

 

 １号 ２号・３号 

 現在 移行後 現在 移行後 

５才 20 ±0  20 4 +2   6 

４才 20 ±0  20 3 +3   6 

３才 20 ±0  20 3 +2   5 

満３才 ― ― ― ― 

２歳 ― ― ― +3   3 

１歳 ― ― ― 0 

０歳 ― ― ― 0 

合計 60 ±0   60 10 +10  20 

【定員数】現在：60+10＝70 ⇒ 移行後：60+20＝80  

【学級数】３学級(３才児１、４才児１、５才児１) 

10 
現 在 の 在 園 児 数 

及 び 学 級 数 

 

 １号 ２号・３号 

 利用定員 在園児数 利用定員 在園児数 

５才 20 14 4 4 

４才 20 13 3 3 

３才 20 12 3 3 

満３才 0 ― ― ― 
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２歳 ― ― ― ― 

１歳 ― ― ― ― 

０歳 ― ― ― ― 

合計 60    39 10   10 

【定員数】60+10＝70 【在園児数】49 

【学級数】３学級(３才児１、４才児１、５才児１) 

（令和５年７月分請求） 

11 
職 員 

 

 

【公定価格上、保育教諭は常勤換算で９人(現在８人)以上必要】 

 現在 変更後 

園長(★) 1 1 

主幹保育教諭(★) 1 1 

保育教諭(★) 11(常勤換算後 8.3) 11(常勤換算後 8.3) 

調理員(★自園調理の場合) 0 委託 

園医(★) 1 1 

園歯科医(★) 1 1 

園薬剤師(★) 1 1 

副園長 兼任 兼任 

教頭 0 0 

事務職員 0 0 

用務員 0 0 

栄養士 0 0 

養護教諭 0 0 

その他 2 2 

(★)は必置 

12 設 備 等 

 

部屋名(図面上記載名) 数 部屋名(図面上記載名) 数 

保育室(〇歳児保育室)(★) 4 便所(園児) (園児ＷＣ) 

(★) 

大 16 

小 14 

遊戯室(遊戯室) (★) 2 便所(職員) (だれでもＷ

Ｃ等) (★) 

大 5 

職員室(職員室) (★) 1 調理室(調理室) (★) 1 

保健室(医務コーナー) (★) 兼用 相談室(相談室) 1 

専用保育室(子育て支援室) 1 

(★)は必置 

【園庭】451.35 ㎡（必要園庭面積 409.9 ㎡） 

13 子 育 て 支 援 事 業 別紙「子育て支援事業実施調書」の①、④事業を実施予定 

14 資 産 の 状 況 総資産額約 34 億 2,998 万円（令和５年３月 31 日現在） 

15 そ の 他 幼稚園型認定こども園は廃止 

設 置 者 や 現 在 運 営 し て い る 施 設 等 の 沿 革 



 

 

（昭. 29）「聖心第一幼稚園」及び「聖心第二幼稚園」開園 

（昭. 41） 学校法人聖心学園となる 

（昭. 43）「聖心第三幼稚園」開園 

（昭. 52）「聖心桜が丘幼稚園」開園 

（平. 29）「聖心桜が丘幼稚園」が幼保連携型認定こども園に移行 

（平. 30）「聖心第一幼稚園」及び「聖心第二幼稚園」が幼稚園型認定こども園に移行 

（平. 31）「聖心第三幼稚園」が幼稚園型認定こども園に移行 

移 行 す る こ と に 至 っ た 動 機 及 び 移 行 後 の 抱 負 等 

聖心第三幼稚園の周囲には集合住宅や戸建てが多く、両親共働きの世帯やひとり親世帯が多く見

受けられる地域で、実際に通っている子どもたちの保護者も就労している方が多く見受けられるた

め、地域の方が安心して就労できるように手伝いがしたいと考え、幼保連携型認定こども園への移

行を決めました。 

今後は、より多くの子育て世帯に寄り添えるような、保護者と子どもたちが安心して通える園に

していきたいと考えています。 

 



子育て支援事業実施調書 

 

事業内容 

事業番号 事業名 内容（目的，対象，実施回数など） 

 

④ 

地域子育て支援セ

ンター 

地域の子育てに関する相談や援助及び保育サ

ービスの利用調整を行う事業 

 

① 

 

子育て相談事業 

 

地域の子育てに関する相談を受ける事業 

   

   

   

下記の①～⑤の事業のうち２つ以上の子育て支援事業を行っていただくようお願いいたしま

す。ただし、④については必須事業となります。従って、④を含めて２つ以上の事業について

記載してください。 

※「事業番号」欄には以下の番号を記入してください。 

 

①地域の子ども及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設する等により，当該子どもの養

育に関する各般の問題につき，その保護者からの相談に応じ，必要な情報の提供及びその助

言その他必要な援助を行う事業 

②地域の家庭において，当該家庭の子どもの養育に関する各般の問題につき，その保護者から

の相談に応じ，必要な情報の提供及び助言その他必要な援助を行う事業 

③保護者の疾病その他の理由により，家庭において保育されることが一時的に困難となった地

域の子どもにつき，認定こども園又はその居宅において保護を行う事業 

④地域の子どもの養育に関する援助を受けることを希望する保護者と当該援助を行うことを希

望する民間の団体又は個人との連絡及び調整を行う事業 

⑤地域の子どもの養育に関する援助を行う民間の団体又は個人に対する必要な情報の提供及び

助言を行う事業 

※根拠:「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」 

（認定こども園法）第２条第 12 項及び同法施行規則第２条 



 

汐見台２-16-15 

認定こども園聖心第三幼稚園 

位  置  図 



 

 

 

 

設置認可（幼稚園→幼保連携型認定こども園）を予定している施設の概要２ 

No 区    分 内      容 

１ 意 見 聴 取 の 内 容 幼保連携型認定こども園の設置認可（幼稚園からの移行） 

２ 施 設 の 名 称 (仮)幼保連携型認定こども園横須賀幼稚園（現 横須賀幼稚園） 

３ 所 在 地 横須賀市本町２－11 

４ 設 置 者 学校法人御幸学園 理事長 鈴木 豊司 

５ 開 設 予 定 日 令和６年４月１日 

６ 

設 置 認 可 に 

至 る ま で の 

経 緯 の 概 要 等 

現在、園舎の老朽化に伴い、令和２年度に新規に購入した土地に新園舎

を建設中であり、３月下旬頃には新園舎及び園庭の整備が終了する予定で

ある。 

新年度から新たに２号、３号認定を受け入れ、幼保連携型認定こども園

に移行する。この移行に伴い、幼稚園は廃止する。 

７ 

施
設
の
概
要 

敷 地 面 積 1,258.6㎡(一部市からの賃借地) 

建 築 面 積 309.02㎡ 

延 床 面 積 997.36㎡ 

構造・階数 鉄筋コンクリート造 地上４階（耐火建築物） 

８ 令 和 ６年 度 定 員 127 人（現在の認可定員 150 人） 

9 
利 用 定 員 の 内 訳 

及 び 学 級 数 

 

 １号 ２・３号 

 現在 移行後 現在 移行後 

５才 150 

(私学助成園の

ため) 

▲20  30 ― +6   6 

４才 ▲20  30 ― +6   6 

３才 ▲20   30 ― +6    6 

満３才 ― +12   12 ― ― 

２歳 ― ― ― +4    4 

１歳 ― ― ― +3    3 

０歳 ― ― ― ― 

合計 150 ▲48  102 0 +25   25 

【定員数】現在：150 ⇒ 変更後：102+25＝127  

【学級数】６学級(３才児２、４才児２、５才児２)  

10 
現 在 の 在 園 児 数 

及 び 学 級 数 

 

 １号 ２号・３号 

 定員 在園児数 定員 在園児数 

５才 

150 

32 ― ― 

４才 44 ― ― 

３才 23 ― ― 
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満３才 2 ― ― 

２歳 ― ― ― ― 

１歳 ― ― ― ― 

０歳 ― ― ― ― 

合計 150    101 0   0 

【定員数】150 【在園児数】101  

【学級数】６学級(３才児２、４才児２、５才児２)  

11 
職 員 

( 常 勤 換 算 後 ) 

【公定価格上、保育教諭は常勤換算で 12 人(現在６人)以上】 

 現在 変更後 

園長(★) 1 1 

主幹保育教諭(★) 2 2 

保育教諭(★) 21(常勤換算後 18.5 名) 21(常勤換算後 18.5 名) 

調理員(★自園調理の場合) ― 委託 

園医(★) 1 1 

園歯科医(★) 1 1 

園薬剤師(★) 1 1 

事務職員 3 3 

その他 2 2 

(★)は必置 

12 設 備 等 

 

部屋名(図面上記載名) 数 部屋名(図面上記載名) 数 

保育室(保育室・預かり保育

室)(★) 

7 便所(職員) (トイレ) (★) 大 4 

乳児室(１,２才保育室)(★) 1 調理室(調理室) (★) 1 

遊戯室(ホール) (★) 2 調乳室 1 

職員室(事務/職員室) (★) 1 相談室(相談室) 1 

保健室(保健コーナー) (★) 兼用 専用保育室(子育て支援事

業用相談室) 

1 

便所(園児) (トイレ) (★) 大 11 

小 12 

  

(★)は必置 

【園庭】665.79 ㎡（必要園庭面積 653.2 ㎡） 

13 子 育 て 支 援 事 業 別紙「子育て支援事業実施調書」の①・④事業を実施予定 

14 資 産 の 状 況 総資産額約 3 億 4,370 万円（令和５年３月 31 日現在） 

15 そ の 他 幼稚園は廃止 

設 置 者 や 現 在 運 営 し て い る 施 設 等 の 沿 革 

（明治 36. 5） 現在の汐入駅周辺に「横須賀幼稚園」として開園 

（昭和 4. 9） 京急開通工事のため、現在地に移転 

（昭和 19. 4） 太平洋戦争戦局悪化により一時閉園 



 

 

（昭和 21. 4） 太平洋戦争終戦により園再開 

（昭和 51.12） 学校法人御幸学園に改組 

（平成 15. 2） 創立 100 周年 

(令和 5．5)  創立 120 周年 

移 行 す る こ と に 至 っ た 動 機 及 び 移 行 後 の 抱 負 等 

“幼児の心身を健全に発達させ、善良な習慣を得させる事で家庭教育を補う”目的で設立され

ました。 

私共はその設立の目的に共感し、今日まで創設時の想いに忠実に教育活動へ勤しんでまいり

ました。一方で社会を取り巻く環境は大きく変化を遂げ、幼稚園は適切な教育を施すだけではな

く、保育を必要とする子どものニーズが日ごとに増しています。 

そうした社会の声にも耳を傾け、教育・保育活動に邁進すると同時に現代社会における社会的

使命も全うしたい所存です。 

 



子育て支援事業実施調書【横須賀幼稚園】 

 

事業内容 

事業番号 事業名 内容（目的，対象，実施回数など） 

④ 子育てお悩み相談室(仮) 

 子育てに悩む地域の方への相談事業及び、必要に

応じ適切な施設も紹介する 

（随時受付） 

①  先生と遊びましょう(仮) 

こども園を開放し、現役職員と触れ合って頂くと

共に、必要な方への相談・また情報提供を行う 

（年 2回程度） 

  

 

  

 

  

 

下記の①～⑤の事業のうち２つ以上の子育て支援事業を行っていただくようお願いいたしま

す。ただし、④については必須事業となります。従って、④を含めて２つ以上の事業について

記載してください。 

※「事業番号」欄には以下の番号を記入してください。 

 

①地域の子ども及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設する等により，当該子どもの養

育に関する各般の問題につき，その保護者からの相談に応じ，必要な情報の提供及びその助

言その他必要な援助を行う事業 

②地域の家庭において，当該家庭の子どもの養育に関する各般の問題につき，その保護者から

の相談に応じ，必要な情報の提供及び助言その他必要な援助を行う事業 

③保護者の疾病その他の理由により，家庭において保育されることが一時的に困難となった地

域の子どもにつき，認定こども園又はその居宅において保護を行う事業 

④地域の子どもの養育に関する援助を受けることを希望する保護者と当該援助を行うことを希

望する民間の団体又は個人との連絡及び調整を行う事業 

⑤地域の子どもの養育に関する援助を行う民間の団体又は個人に対する必要な情報の提供及び

助言を行う事業 

※根拠:「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」 

（認定こども園法）第２条第 12 項及び同法施行規則第２条 



 

コースカベイサイドストアーズ 

至 小川町 

位  置  図 

汐入駅 

どぶ板通り 

横須賀幼稚園 

園庭 

新園舎 



 

 

 

定員変更(定員の増)を予定している施設の概要１ 

No 区    分 内      容 

１ 意 見 聴 取 の 内 容 家庭的保育事業所の定員変更について 

２ 施 設 の 名 称 陽だまり保育室 

３ 所 在 地  

４ 設 置 者  

５ 定 員 変 更 予 定 日 令和６年４月１日 

６ 

定 員 変 更 に 

至 る ま で の 

経 緯 の 概 要 等 

 令和３年の設置認可時から、将来的には５名を受け入れることを

予定していた。 

 令和６年度に０歳児の入園希望者が見込まれており、今後も継続

して５名程度の利用希望が見込まれることから、利用定員を増やす

こととした。 

７ 

施

設

の

概

要 

敷 地 面 積 3,483.16 ㎡ 

建 築 面 積 1,685.38 ㎡ 

延 床 面 積 6,319.31 ㎡(うち当該事業所の床面積は 58.95 ㎡) 

構造・階数 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上８階地下１階建て 

８ 令 和 ６ 年 度 定 員 ５人（現在の認可・利用定員３人） 

９ 
令 和 ６ 年 度 の 

定 員 の 内 訳 

 

 ３号 

 現在 変更後 

２歳 1 +1   2 

１歳 1 +1   2 

０歳 1 ±0   1 

合計 3  +2     5 

【定員数】現在：3 名 ⇒ 変更後： 5 名へ(３号＋2) 

10 
令 和 ５ 年 現 在 の 

実 利 用 人 数 

 

 ３号 

２歳 2 

１歳 1 

０歳 0 

合計  3 

（令和５年度６月分請求）   

11 職 員 配 置 

【配置基準上、家庭的保育者(保育士)１人＋家庭的保育補助者１人

以上】 

 現在 変更後 

家庭的保育者(★) 1     2 
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家庭的保育補助者 3(常勤換算 1.0) 2(常勤換算 1.0) 

調理員（★自園調理の場合） 1 2 

嘱託医(★) 1 1 

嘱託歯科医 1 1 

（★）は必須  

12 設 備 等 

 

部屋名(図面上記載名) 数 部屋名(図面上記載名) 数 

乳児室(★) 3 浴室(沐浴室) 1 

調理設備(★) 1 駐車場 1 

便所 (★) 1 

（★）は必須 

13 連 携 施 設 の 概 要 

１ 認定こども園善隣園(幼保連携型認定こども園) 

２ 連携内容 

①乳幼児卒園後の受入れ          

②相談や助言による支援 

③合同保育に関する支援 

④代替保育の提供 

⑤嘱託医による健康診断等による支援 

⑥行事への参加に関する支援 

３ 連携施設までの距離 

 

14 そ の 他 

①神奈川県地域限定保育士資格あり。 

②家庭的保育者子育て支援員研修修了者 

③家庭的保育者は認可外保育施設で６カ月間勤務経験あり。 

④家族構成  

⑤家庭的保育補助者は幼稚園教諭及び保育士有資格者で、子育て支

援員研修修了者。 

 



 

 

 

定員変更(定員の増)を予定している施設の概要２ 

No 区    分 内      容 

１ 意 見 聴 取 の 内 容 幼保連携型認定こども園の認可・利用定員の変更について 

２ 施 設 の 名 称 浦賀こども園 

３ 所 在 地 横須賀市浦賀6-3-1 

４ 設 置 者 社会福祉法人 横須賀市社会事業協会 会長 加藤 達男(佐野町5-7) 

５ 定 員 変 更 予 定 日 令和６年４月１日 

６ 

定 員 変 更 に 

至 る ま で の 

経 緯 の 概 要 等 

過去３年以上、継続して１号認定利用者が利用定員以上となって

いる。令和５年度については利用定員８名を４名超えて受け入れて

おり、今後数年に渡り同様の状況が継続することが見込まれるため、

１号利用定員を増やすこととした。 

７ 

施

設

の

概

要 

敷 地 面 積 1866.04 ㎡ 

建 築 面 積 670.26 ㎡ 

延 床 面 積 785.64 ㎡ 

構造・階数 
【本園舎】鉄骨造 地上２階建て 

【別 棟】鉄骨造 平屋建て 

８ 令 和 ６ 年 度 定 員 139 人（現在の認可・利用定員 135 人） 

９ 
令 和 ６ 年 度 の 

定 員 の 内 訳 

 

 １号 ２号・３号 

 現在 変更後 現在 変更後 

５才 2 +1    3 25 ±0   25 

４才 2 +1    3 25 ±0   25 

３才 2 +1    3 25 ±0   25 

満３才 2 +1    3   

２歳   25 ±0   25 

１歳   18 ±0  18 

０歳   9 ±0   9 

合計 8 +4   12 127 ±0  127 

【定員数】現在：8+127＝135 名 ⇒ 変更後：12+127＝139 名へ  

１号＋4 名 

【学級数】現在：３学級(３才１、４才１、５才１)⇒ 変更なし 

10 
令 和 ５ 年 現 在 の 

実 利 用 人 数 

 

 １号 ２・３号 計 

５才 3 25 28 

４才 3 25 28 

３才 6 22 28 
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満３才 0  0 

２歳  25 25 

１歳  23 23 

０歳  11 11 

合計 12  131 143 

（令和５年度６月分請求）   

11 職 員 配 置 

【配置基準上、保育教諭は常勤換算で 16.5 人(現在 16.5 人)以上】 

 現在 変更後 

園長（★） 1 1 

副園長 1 1 

主幹保育教諭 1 1 

保育教諭（★） 28(常勤換算 24) 28(常勤換算 24) 

事務職員 1 1 

調理員（★自園調理の場合） 4 4 

用務員 1 1 

園医（★） 1 1 

園歯科医（★） 1 1 

園薬剤師（★） 1 1 

（★）は必須  

12 設 備 等 

【園舎】 

部屋名(図面上記載名) 数 部屋名(図面上記載名) 数 

保育室 /遊戯室(★) 
(保育室/遊戯室) 

5 職員便所(★) 5 
大 5 

ほふく室(保育室)(★) 2 調乳室(調乳室) 1 

乳児室(保育室)(★) 1 浴室(沐浴室) 1 

職員室(事務室兼医務室)(★) 1 相談室(会議室相談室) 1 

保健室(同上) (★) 兼用 休憩室(調理人休憩室・職員

休憩室更衣室) 
2 

調理室(調理室) (★) 1 子育て支援相談室(相談室) 兼用 

園児便所 (★) 3 

大 14 

小 7 

  

【園庭】 675.95 ㎡(必要面積 492.4 ㎡)     （★）は必須 

13 資 産 の 状 況 総資産額約 3 億 7,179 万円（令和 5 年 3 月 31 日現在） 

設 置 者 や 現 在 運 営 し て い る 施 設 等 の 沿 革 

（昭和 25. 5）浦賀保育園設置（定員 70 人） 

（昭和 49. 3）全面改修を行う(定員 120 名) 

（平成 28.10）耐震補強、別棟新築(定員 127 名) 

（平成 31. 4）幼保連携型認定こども園に移行 

 



 

位  置  図 

浦賀行政センター 

至浦賀駅 

浦賀こども園 

浦賀丘入口 

至
久
里
浜 



 

 

 

定員変更(定員の増)を予定している施設の概要３ 

No 区    分 内      容 

１ 意 見 聴 取 の 内 容 保育所の認可・利用定員の内訳変更について 

２ 施 設 の 名 称 玉成保育園・玉成保育園分園solana 

３ 所 在 地 
【本園】横須賀市三春町5-32 

【分園】横須賀市三春町3-38 

４ 設 置 者 社会福祉法人 横須賀乳幼児保護会 理事長 相澤 惠二 

５ 定 員 変 更 予 定 日 令和６年４月１日 

６ 

定 員 変 更 に 

至 る ま で の 

経 緯 の 概 要 等 

現在、分園は０～２歳児、本園は０～５歳児を受け入れている。 

保育室として利用していない分園の２階部分を３歳児の保育室と

し、分園で新たに３歳児の受け入れを行い、併せて本園の３歳児の受

け入れ人数を減らすことで、現在よりも余裕のある環境で保育を行

う。 

本園と分園の総受け入れ人数に変更はなく、本園と分園の受け入

れ人数の内訳を変更する。 

７ 

施

設

の

概

要 

敷 地 面 積 
【本園】381.54 ㎡ 

【分園】411.82 ㎡ 

建 築 面 積 
【本園】221.01 ㎡ 

【分園】157.33 ㎡ 

延 床 面 積 
【本園】433.94 ㎡ 

【分園】258.14 ㎡ 

構造・階数 
【本園】鉄骨造 ３階建て(耐火建築物) 

【分園】木造 ２階建て(準耐火建築物) 

８ 令 和 ６ 年 度 定 員 

90 人（現在の認可・利用定員 90 人） 

【本園】60 人（現在の認可・利用定員 69 人） 

【分園】30 人（現在の認可・利用定員 21 人） 

９ 
令 和 ６ 年 度 の 

定 員 の 内 訳 

 

 本園 分園 

 現在 変更後 現在 変更後 

５才 16 ±0   16 － － 

４才 16 ±0   16 － － 

３才 16 ▲8    8 － +8   8 

２歳 8 ±0    8 8 ±0    8 

１歳 8 ±0    8 8 ±0    8 

０歳 5 ▲1    4 5 +1   6 

合計 69 ▲9   60 21 +9   30 

【定員数】現在：69+21＝90 名 ⇒ 変更後：60+30＝90 名へ  
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10 
令 和 ５ 年 現 在 の 

実 利 用 人 数 

 

 本園 分園 計 

５才 16 － 16 

４才 15 － 15 

３才 15 － 15 

２歳 9 7 16 

１歳 7 8 15 

０歳 5 4 9 

合計 67  19 86 

（令和５年６月分請求）   

11 職 員 配 置 

【配置基準上、保育教諭は常勤換算で 15 人(現在 15 人)以上】 

 現在 変更後 

園長 1 1 

主幹保育士 2 2 

保育士（★） 22(常勤換算 18) 22(常勤換算 18) 

事務職員 1 1 

調理員（★自園調理の場合） 7 7 

園医（★） 1 1 

園歯科医 1 1 

（★）は必須  

12 設 備 等 

【本園】 

部屋名(図面上記載名) 数 部屋名(図面上記載名) 数 

保育室 /遊戯室(★) 4 職員便所(★) 5 
大 5 

乳児室 (★) 1 調乳室(調乳室) 1 

職員室(事務室) 1 浴室(沐浴室) 1 

保健室(同上) (★) 兼用 相談室(会議室相談室) 1 

調理室(調理室) (★) 1 休憩室(休憩室) 2 

園児便所 (★) 3 

大 6 

小 3 

相談室(相談コーナー) 1 

【分園】 

部屋名(図面上記載名) 数 部屋名(図面上記載名) 数 

保育室 /遊戯室(★) 2 職員便所(★) 3 
大 3 

乳児室(保育室)(★) 1 調乳室(調理カウンター) 1 

職員室(事務室) 1 浴室(沐浴室) 1 

保健室(同上) (★) 兼用 相談室(会議室相談室) 1 

調理室(調理室) (★) 1 休憩室(調理人休憩室・休憩室) 2 

園児便所 (★) 2 

大 3 

小 2 



 

 

（★）は必須 

13 資 産 の 状 況 総資産額約 3 億 2,737 万円（令和 5 年 3 月 31 日現在） 

設 置 者 や 現 在 運 営 し て い る 施 設 等 の 沿 革 

（昭和 24. 3）社会福祉法人横須賀乳幼児保護会設立 

（昭和 24. 4）玉成保育園開園 

（昭和 56.12）木造２階建の調理室を新築 

（平成 4. 4）鉄骨２階建てに建替え（定員 60 名） 

（令和 2.12）分園舎完成(定員 60 名→90 名) 

 



 

 

位  置  図 

三春町５-32 

玉成保育園 本園 

 

【新規】三春町３-38 

(仮)玉成保育園 分園 

至 県立大学駅 

至 京急大津駅 

至 新大津駅 



 

 

 

パブリック・コメント手続（意見募集）結果 

 

 

認定こども園の要件を定める条例の見直し 

について 
 

 

 

 

１ 意見等の募集期間 

  ７月 10 日（月）～７月 31 日（月） 

 

２ 意見等の募集結果 

  意見等の提出はありませんでした。 

 

 

 

公表日：令和５年８月18日（金） 

 

お問合せ先：民生局福祉こども部子育て支援課 

   電話 046-822-8224（直通） 

 

 

横  須  賀  市 



○認定こども園の要件を定める条例 

平成30年12月19日 

条例第81号 

改正 令和5年3月29日条例第19号 

認定こども園の要件を定める条例をここに公布する。 

認定こども園の要件を定める条例 

(趣旨) 

第1条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する

法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第3条第1項及び第3項の規定に基づき幼

保連携型認定こども園以外の認定こども園(以下「認定こども園」という。)の認定の要件

を定めるものとする。 

(認定の要件) 

第2条 法第3条第1項及び第3項の規定に基づき条例で定める要件は、次条から第5条までに

定めるもののほか、法第3条第2項各号及び第4項各号並びに就学前の子どもに関する教育、

保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第2項及び第4項の規定に基づき内閣総

理大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準(平成

26年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第2号。以下「告示」という。)で定める基準(告

示附則第3項から第8項までに規定する基準を除く。)のとおりとする。 

(令5条例19・一部改正) 

(職員の配置) 

第3条 認定こども園に置く子どもの教育及び保育に従事する職員の数は、次の各号に掲げ

る子どもの区分に応じ、当該各号に定める数を合計した数以上とする。ただし、当該職員

の数は、常時2人を下回ってはならない。 

(1) 満1歳未満の子ども おおむね2.57人につき1人 

(2) 満1歳以上満2歳未満の子ども おおむね4.5人につき1人 

(3) 満2歳以上満3歳未満の子ども おおむね5.2人につき1人 

(4) 満3歳以上満4歳未満の子ども おおむね18人につき1人 

(5) 満4歳以上の子ども おおむね27人につき1人 

(食事の提供) 

第4条 認定こども園(告示第1の1に規定する幼稚園型認定こども園を除く。この条におい

て同じ。)は、当該認定こども園の子どもに食事を提供するときは、当該認定こども園内



で調理する方法により行わなければならない。 

(乳児室等の面積) 

第5条 認定こども園において満2歳未満の子どもの保育を行う場合に設ける乳児室又はほ

ふく室の面積は、いずれも満2歳未満の子ども1人につき3.3平方メートル以上でなければ

ならない。 

(その他の事項) 

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。 

(条例の見直し) 

2 この条例は、その運用状況、実施効果等を勘案し、この条例施行の日以後5年以内に見

直しを行うものとする。 

附 則(令和5年3月29日条例第19号) 

この条例は、令和5年4月1日から施行する。 

 


